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「南流山中学校移転基本設計 (案）」に係るパブリックコメント実施要領  

 

１  件名  

南流山中学校移転基本設計（案）に係るパブリックコメント手続  

２  目的  

本要領は、令和６年４月に東洋学園大学旧校舎に移転を予定してい

る南流山中学校の移転に係る基本設計（案）について、流山市市民参

加条例第６条第１項第２号の規定によるパブリックコメント手続とし

て、広く素案を公表し、市民等の意見を求め、提出された意見を多面

的かつ総合的に検討して、南流山中学校移転基本設計に係る意思決定

を行うとともに、提出された意見等に対する市の考え方を公表するも

のです。  

３  趣旨  

南流山駅南側（木地区）周辺では、土地区画整理事業による宅地供

給が進み、大型マンションや戸建て住宅の建設により、通学対象とな

る南流山小学校で児童数が増加しており、令和６年には大幅な教室不

足が生じる見込みです。  

このため、対象地域の児童の通学の利便性を考慮の上、現在の南流

山中学校を（仮称）南流山第二小学校とし、南流山中学校を東洋学園

大学旧校舎に移転することを決定し、南流山中学校移転基本計画を策

定しました。  

この基本計画で定めた整備方針を実現するため、南流山中学校移転

基本設計（案）を作成しました。  

４  公表案  

別紙のとおりです。  

５  意見を提出できる方  

（１）市内に住所を有する方  

（２）市内に事務所又は事業所を有する方  

（３）市内に存する事務所又は事業所に勤務する方  

（４）市内に存する学校に在学する方  
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６  意見の募集期間  

令和３年１１月２２日 (月 )から令和３年１２月２１日 (火 )まで（必

着）  

７  閲覧及び公表  

（１）閲覧場所  

学校施設課（市役所第１庁舎２階）、情報公開コーナー（市役所第

１庁舎２階）、各出張所、各公民館、おおたかの森センター、各図書

館、生涯学習センター（流山エルズ）  

（２）公表場所  

市ホームページ  

８  意見の提出方法  

別紙様式（任意様式可）に、住所、事務所又は事業所若しくは学校

の名称（５の（２）から（４）までに該当する場合）、氏名、電話番号

を明記の上、郵便、ファクシミリ、電子メールによる提出又は直接書

面を持参してください。  

９  その他  

（１）意見に対する市の考え方については、市ホームページで公表しま

す。なお、意見に対する個別回答は行いません。  

（２）電話又は口頭による意見は、意見として扱いません。  

１０  問い合わせ先及び提出先  

〒２７０－０１９２  

流山市平和台１丁目１番地の１  

流山市教育委員会教育総務部学校施設課  

電話０４－７１５７－２７５５  

FAX ０４－７１５０－０８０９  

電子メール  gakkoushisetsu@city.nagareyama.chiba.jp 


